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９月補正予算（第２号）の概要 
 

１．補正予算の編成の考え方 

今回の９月補正については､補助の決定・変更があったもの、当初予算において対応で

きなかった事業及び事業執行上著しく支障をきたすものに限ることを基本に編成を行っ

た。 

 

２．一般会計補正予算（第２号）の概要 

① 歳入は、市税（個人市民税、固定資産税等）、普通交付税、繰越金等の確定等に伴う

歳入を計上し、歳出については上記の考え方に基づく事業を計上した。 

この結果、補正額４４５，３８２千円を追加し、補正後の一般会計歳入歳出総額が 

３０，３１３，９１３千円となった。 

② 主な事業 

１）国県等の補助事業 

＊公衆浴場施設整備事業補助金  ４００千円 

 地方道路交付金事業（原町区）  ６０，０００千円 

 地震・洪水ハザードマップ整備事業  ６，４５２千円 

２）対応が必要な事業  

 ＊公共交通活性化協議会貸付金  ６，０００千円 

＊法律事務所誘致推進事業補助金  ４，０００千円 

 ＊コンビニ納付導入事業  ９，６６０千円 

 （市県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、 

  介護保険料、後期高齢者医療保険料） 

 

（総額   １９，６０４千円） 

  病院事業会計補助金  ６４，８１０千円 

施設営繕事業（福浦小ほか６施設耐震診断）  ９，７１９千円 

＊日英子供交流事業（原町区）  １，７９０千円 

＊集合住宅建築（民間）関連発掘調査事業  １，８２２千円 

 農地農業用施設災害復旧補助金（小高区）  ２２０千円 

 農地農業用施設災害復旧補助金（原町区）  ３１８千円 

＊現年発生単独災害復旧事業（鹿島区）(農業用施設)  ８００千円 

＊現年発生単独災害復旧事業（原町区）(農業用施設)  ３９０千円 

現年発生単独災害復旧事業（鹿島区）（林道）  ５９０千円 

現年発生単独災害復旧事業（小高区）(道路)  ２，１００千円 

＊現年発生単独災害復旧事業（鹿島区）(道路)  ４００千円 

現年発生単独災害復旧事業（原町区）(道路)  ５００千円 

現年発生単独災害復旧事業（小高区）(河川)  ３００千円 

＊は新規事業 

 

３．特別会計補正予算の概要 

①国民健康保険特別会計（第２号） 

  コンビニ納付対応システム導入及び人事異動に伴う人件費などを補正するもので、

補正額２，４１８千円を追加し、補正後の歳入歳出総額が７，６３４，９３７千円と

なった。 
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② 介護保険特別会計（第１号） 

平成１９年度の決算に伴う基金積立金及び返還金、介護保険法改正に伴うシステム

改修、コンビニ納付対応システム導入及び人事異動に伴う人件費などを補正するもの

で、補正額１４０，４９３千円を追加し、補正後の歳入歳出総額が４，２４１，２７

８千円となった。 

③ 簡易水道事業特別会計（第１号） 

平成１９年度決算に伴う積立金及び人事異動に伴う人件費などを補正するもので、

補正額２，６２２千円を追加し、補正後の歳入歳出総額が１５９，８６５千円となっ

た。 

 

④ 農業集落排水事業特別会計（第１号） 

  施設の修繕費及び人事異動に伴う人件費などを補正するもので、補正額３，３９３

千円を追加し、補正後の歳入歳出総額が２１７，１６１千円となった。 

 

⑤ 後期高齢者医療特別会計（第１号） 

  コンビニ納付対応システム導入及び人事異動に伴う人件費などを補正するもので、

補正額１，８８２千円を追加し、補正後の歳入歳出総額が７１９，３４１千円となっ

た。 

 

⑥ 病院事業会計（第１号） 

  器械備品の購入及び医師給与の調整、人事異動に伴う人件費を補正するもので、収

益的支出の補正額６５，７２８千円を追加し、補正後の支出総額が４，２６３，９３

７千円とし、資本的支出の補正額１９，４９６千円を追加し、補正後の支出総額が１，

５２８，１３６千円となった。 

 

⑦ 工業用水道事業会計（第１号） 

人事異動に伴う人件費を補正するもので、収益的支出の補正額１８４千円を減額し、

補正後の支出総額が３９５，９４９千円とし、資本的支出では建設改良費で事業の組

替えを行った。 

 

⑧ 下水道事業会計（第１号） 

下水道台帳整備及び施設修繕料や人事異動に伴う人件費などを補正するもので､収

益的支出の補正額９，７６１千円を追加し、補正後の支出総額が１，３８５，６７０

千円、資本的支出の補正額３６６千円を追加し、補正後の支出総額が２，２１８，８

２７千円となった。 


